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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　前面に開口する貯蔵室が形成された冷蔵庫本体と、前記貯蔵室の前面開口部を閉塞する
扉と、前記扉の開閉を検出する扉センサと、前記貯蔵室に設けられた飲料を収納する飲料
収納部と、前記飲料収納部の高さ方向に沿って設けられ前記飲料収納部に収納された飲料
の液面を検出する液面センサと、前記液面センサの検出結果を表示する表示部と、前記表
示部を制御する制御部とを備え、
　前記制御部は、前記扉センサが開扉状態を検出している間、前記表示部に表示する前記
液面センサの検出結果を変更しない冷蔵庫であって、
　前記冷蔵庫本体は、前面に開口する貯蔵室と前記貯蔵室の前面開口部を閉塞する扉と前
記扉の開閉を検出する扉センサとを複数備え、
　前記制御部は、前記扉センサが前記飲料収納部を有する前記貯蔵室と異なる前記貯蔵室
の開扉状態を検出している間、前記表示部に表示する前記液面センサの検出結果を変更し
ない冷蔵庫。
【請求項２】
　前記制御部は、前記扉センサが開扉状態から閉扉状態になったことを検出してから所定
時間経過するまで、前記表示部に表示する前記液面センサの検出結果を変更しない請求項
１に記載の冷蔵庫。
【請求項３】
　前記飲料収納部に収納された飲料容器の有無を検出する容器センサを備え、
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　前記制御部は、前記扉センサが開扉状態から閉扉状態になったことを検出した後、前記
容器センサが前記飲料収納部に飲料容器が無いことを検出すると、前記飲料収納部に飲料
容器が無いことを表示する請求項１に記載の冷蔵庫。
【請求項４】
　前記冷蔵庫本体に接近するヒトを検出する接近センサを備え、
　前記制御部は、前記接近センサがヒトの接近を検出すると、前記表示部に前記液面セン
サの検出結果を表示する請求項１～３のいずれか１項に記載の冷蔵庫。
【請求項５】
　前記制御部は、前記液面センサが所定時間内に所定以上の液面の変動を検出すると、前
記表示部に表示する前記液面センサの検出結果を変更しない請求項１～４のいずれか１項
に記載の冷蔵庫。
【請求項６】
　前記液面センサが所定時間内に所定以上の液面の変動を検出すると、冷蔵庫が揺れてい
る旨を報知する報知部を備える請求項１～５のいずれか１項に記載の冷蔵庫。
【請求項７】
　前記扉センサが前記扉の閉扉状態を検出している間に、前記液面センサが所定以上の液
面の変動を所定時間以上継続して検出すると、地震が発生している旨を報知する報知部を
備える請求項１～６のいずれか１項に記載の冷蔵庫。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、冷蔵庫に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、冷蔵庫では、ドリンクホルダーや卵収納ホルダー等にセンサを設け、当該センサ
によって飲料や卵等の食料品の貯蔵量を取得し、扉を閉じた状態で庫内の貯蔵量を使用者
に知らせるものが提案されている（例えば、下記特許文献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０００－１８００３０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、冷蔵庫では、扉の開閉時などに比較的大きな振動が加わりやすく飲料など液体
の貯蔵物が容器内で大きく揺れるため、液体の貯蔵物の残量を誤検出しやすいという問題
がある。そこで、液体の貯蔵物の残量を検出する冷蔵庫において、液体の貯蔵物の残量を
誤検出しにくい冷蔵庫を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本実施形態の冷蔵庫は、前面に開口する貯蔵室が形成された冷蔵庫本体と、前記貯蔵室
の前面開口部を閉塞する扉と、前記扉の開閉を検出する扉センサと、前記貯蔵室に設けら
れた飲料を収納する飲料収納部と、前記飲料収納部の高さ方向に沿って設けられ前記飲料
収納部に収納された飲料の液面を検出する液面センサと、前記液面センサの検出結果を表
示する表示部と、前記表示部を制御する制御部とを備え、前記制御部は、前記扉センサが
開扉状態を検出している間、前記表示部に表示する前記液面センサの検出結果を変更しな
い冷蔵庫であって、前記冷蔵庫本体は、前面に開口する貯蔵室と前記貯蔵室の前面開口部
を閉塞する扉と前記扉の開閉を検出する扉センサとを複数備え、前記制御部は、前記扉セ
ンサが前記飲料収納部を有する前記貯蔵室と異なる前記貯蔵室の開扉状態を検出している



(3) JP 6717622 B2 2020.7.1

10

20

30

40

50

間、前記表示部に表示する前記液面センサの検出結果を変更しない冷蔵庫。
【図面の簡単な説明】
【０００６】
【図１】本発明に係る第１実施形態に係る冷蔵庫の断面図である。
【図２】図１の要部拡大図である。
【図３】図１の冷蔵庫の正面図である。
【図４】図１に示す冷蔵庫の電気構成を示すブロック図である。
【図５】図１に示す冷蔵庫の制御を示すフロー図である。
【図６】変更例に係る冷蔵庫の開扉状態における斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【０００７】
（第１実施形態）
　以下、図面に基づいて本発明の第１実施形態について説明する。
【０００８】
　本実施形態に係る冷蔵庫１０は、図１に示すように、外郭を形成する外箱と貯蔵空間を
形成する内箱との間に断熱材を配設した前面に開口する冷蔵庫本体１１を備え、貯蔵空間
を断熱仕切壁１５によって上方の冷蔵空間と下方の冷凍空間とに区画している。
【０００９】
　冷蔵庫本体１１は、鋼板からなる外箱１２と貯蔵空間を形成する内箱１３との間に真空
断熱材や発泡断熱材など断熱部材１４を設けて構成されている。
【００１０】
　冷蔵空間は、冷蔵温度（例えば、２～３℃）に冷却される空間であって、内部がさらに
仕切板１６によって上下に区画され、仕切板１６の上方に複数段の載置棚を設けた冷蔵室
１７が設けられ、仕切板１６の下方に引出式の収納容器１８を配置する野菜室１９が設け
られている。冷蔵室１７の背面には、冷蔵室１７の庫内温度を検出する冷蔵室温度センサ
２１が設けられている。
【００１１】
　冷蔵室１７の前面開口部は、冷蔵庫本体１１の左右両側に設けられたヒンジ２２により
回動自在に枢支された左右一対の回動式の冷蔵室扉２３によって開閉可能に閉塞されてい
る。
【００１２】
　図３に示すように、冷蔵室扉２３の外側面（前面）には、冷蔵庫１０の設定等の操作を
使用者から受け付けたる操作部２０と、冷蔵庫１０の状況等を表示する表示部２４が設け
られている。冷蔵室扉２３の下面には、スピーカー（ブザー）２９が設けられている。表
示部２４及びスピーカー２９は、表示や音により使用者に必要な情報を伝えたり注意を促
したりする報知部を構成する。
【００１３】
　冷蔵室扉２３の内側面（背面）には、冷蔵室扉２３の閉扉時に冷蔵室１７へ向けて後方
へ突出するスロート部２５が、冷蔵室扉２３の周縁部を取り囲む矩形枠状に設けられてい
る。矩形枠状に設けられたスロート部２５によって囲まれた空間の内側には、食品などを
収納するための棚状の収納トレイ２６、２７が上下に２段配設され、下側の収納トレイ２
７の下方に収納ポケット２８が設けられている。
【００１４】
　野菜室１９の開口部は、引き出し式の野菜室扉３０により閉塞されている。野菜室扉３
０の裏面側には、収納容器１８を保持する左右一対の支持枠が固着されており、開扉動作
とともに収納容器１８が庫外に引き出されるように構成されている。
【００１５】
　野菜室１９に設けられた収納容器１８は、野菜室１９のほぼ全幅にわたって設けられた
下段容器３１と、下段容器３１の上方に設けられた上段容器３２とを備え、上下２段に重
なり合う構造をなしている。
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【００１６】
　下段容器３１は、前方壁３１ａ、後方壁、左右側壁によって囲まれた上方に開口する有
底の箱状をなしており、上段容器３２に比べて下段容器３１の収容深さが深く設けられて
いる。下段容器３１の前側部分には、下段容器３１の底面から上方へ突出する横仕切３１
ｂと下段容器３１の前方壁３１ａとの間に飲料収納部３３が区画されている。
【００１７】
　下段容器３１の上方に設けられた上段容器３２は、前方壁、後方壁、左右側壁によって
囲まれた上方に開口する有底の箱状をなしている。上段容器３２は、冷蔵室１７と野菜室
１９とを区画する仕切板１６の下方に近接させて配置され、野菜室１９の左右の内側壁面
に設けられた内箱レールと下段容器３１の左右側壁の上端面とを前後方向に摺動すること
で、下段容器３１と独立して庫外へ引き出し可能に野菜室１９に設けられている。
【００１８】
　上段容器３２は、下段容器３１の左右側壁の上端面前部に設けられた凸部３１ｃにより
、下段容器３１に区画された飲料収納部３３の上方を残して前方への摺動が規制されてい
る。これにより、飲料収納部３３は、上方が上段容器３２によって覆われることなく高さ
方向の収納スペースが大きく確保されており、ペットボトルやビンなどの背の高い飲料容
器Ｐが収納可能になっている。
【００１９】
　この例では、飲料収納部３３は、下段容器３１の前方壁３１ａが上方に行くほど前方へ
傾斜し、下側を区画する底面３３ａが前方に行くほど低くなるように傾斜している。これ
により、飲料容器Ｐは、下段容器３１の前方壁３１ａに沿って寄りかかるように飲料収納
部３３に収納される。なお、飲料収納部３３の底面３３ａに飲料容器Ｐの形状に合わせた
凹部を設けたり突起を設けたりすることで、飲料容器Ｐの収納位置が後述する液面センサ
６１と前後方向に対向する位置に定まるようにしてもよい。
【００２０】
　断熱仕切壁１５を介して野菜室１９の下方に配置した冷凍空間は、冷凍温度（例えば、
－１８℃以下）に冷却される空間であって、自動製氷機を備えた製氷室３４と上段冷凍室
３５とが左右に併設され、その下方に下段冷凍室３６が設けられている。下段冷凍室３６
の背面には、下段冷凍室３６の庫内温度を検出する冷凍室温度センサ３７が設けられてい
る。
【００２１】
　製氷室３４、上段冷凍室３５及び下段冷凍室３６の前面開口部は、引き出し式の製氷室
扉４０，上段冷凍室扉４１及び下段冷凍室扉４２によりそれぞれ閉塞されている。各扉４
０，４１，４２は、その裏面側に固着した左右一対の支持枠に収納容器４４，４５が保持
されており、開扉動作とともに該収納容器が庫外に引き出されるように構成されている。
【００２２】
　冷蔵室１７、野菜室１９、製氷室３４、上段冷凍室３５及び下段冷凍室３６の前面開口
部を閉塞する扉２３、３０、４０，４１，４２には、押しこみ式の扉センサ２３ａ、３０
ａ、４０ａ，４１ａ，４２ａが設けられており、冷蔵庫１０の各扉が開放状態にあるか閉
塞状態にあるかを検出する。
【００２３】
　冷蔵室１７及び野菜室１９の後部には、冷蔵冷却器５０及び冷蔵ファン５１を収納する
冷蔵冷却器室５２が設けられている。冷蔵冷却器５０は冷蔵冷却器室５２内の空気と熱交
換してこれを冷却し、冷蔵ファン５１の回転駆動によって冷蔵冷却器５０で生成された冷
気を吹出口より冷蔵室１７及び野菜室１９に導入することで、冷蔵空間を所定温度に冷却
する。冷蔵空間を冷却し終えた冷気は、吸込口から再び冷蔵冷却器室５２に戻され冷蔵冷
却器５０と熱交換して冷却される。
【００２４】
　製氷室３４、上段冷凍室３５及び下段冷凍室３６の後部には、冷凍冷却器５３及び冷凍
ファン５４を収納する冷凍冷却器室５５が設けられている。冷凍冷却器５３は冷凍冷却器
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室５５内の空気を冷却し、冷凍ファン５４の回転駆動によって冷凍冷却器５３で生成され
た冷気を吹出口より製氷室３４、上段冷凍室３５、及び下段冷凍室３６に導入することで
、これらの貯蔵室３４，３５，３６を所定温度に冷却する。各貯蔵室３４，３５，３６を
冷却し終えた冷気は、吸込口から再び冷凍冷却器室５５に戻され冷凍冷却器５３と熱交換
して冷却される。
【００２５】
　冷蔵冷却器５０及び冷凍冷却器５３は、冷蔵庫本体１１の背面下部に設けられた機械室
５６内に収納された圧縮機５７や凝縮器５８とともに冷凍サイクルを構成し、不図示の切
替弁によって圧縮機５７から吐出された冷媒が供給されることで所定温度に冷却される。
【００２６】
　そして、図１及び図２に示すように、野菜室扉３０の内側面には、飲料収納部３３に収
納された飲料容器Ｐと収納容器１８の前方壁３１ａを介在させて前後方向に対向するよう
に液面センサ６１が設けられている。
【００２７】
　液面センサ６１は、センサ基板６２とセンサ基板６２上に設けられた静電スイッチ６３
とを備える静電容量式の近接センサである。センサ基板６２は、上下方向に細長い矩形状
をなしており、飲料収納部３３の高さ方向に沿って設けられている。センサ基板６２上に
は複数の静電スイッチ６３が上下方向に間隔をあけて設けられている。
【００２８】
　静電スイッチ６３は、電磁界を発生する静電容量式の近接センサの電極であり、静電ス
イッチ６３とその周りに近接する物体（導電体）との間にある寄生容量の変化を計測する
ことで、静電スイッチ６３の後方に近接する飲料容器Ｐの有無や、飲料容器Ｐ内の液体の
有無を検出する。
【００２９】
　液面センサ６１は、複数の静電スイッチ６３が上下方向に間隔をあけて設けられており
、飲料容器Ｐ内の飲料の有無を高さ方向の複数箇所において検出することで、飲料容器Ｐ
内の飲料の液面位置を検出する。
【００３０】
　また、飲料収納部３３にペットボトル等より比誘電率が高いアルミ缶やスチール缶など
の金属製の容器があると、寄生容量の増加量が大きいため、容器内部の飲料の有無を検出
することができないが、所定値以上の大きな寄生容量の変化があると金属製の飲料容器が
あることを検出する。つまり、本実施形態では、飲料容器Ｐ内の飲料の液面を検出する液
面センサ６１が、飲料収納部３３に収納された飲料容器Ｐの有無や金属製の容器の有無を
検出する容器センサを兼ねている。
【００３１】
　液面センサ６１は、例えば、野菜室扉３０に埋設された充電池６４により電力を受けて
動作する。この充電池６４は、図２に示すように、断熱仕切壁１５の前端部に埋設された
非接触送電装置６５から野菜室扉３０下面に埋設された非接触受電装置６６へ非接触で電
力が送電されることで充電されるようになっている。
【００３２】
　上記した冷蔵庫１０は、冷蔵庫本体１１の背面上部に設けられた制御部７０によって制
御される。具体的には、制御部７０は、例えばマイクロコンピュータとメモリを備え、図
４に示すように、操作部２０、表示部２４、扉センサ２３ａ、３０ａ、４０ａ，４１ａ，
４２ａ、冷蔵室温度センサ２１、冷凍室温度センサ３７、スピーカー２９、冷蔵ファン５
１、冷凍ファン５４、圧縮機５７、液面センサ６１及び非接触送電装置６５が接続されて
いる。制御部７０は、各種センサから入力される検出信号と予めメモリに記憶された制御
プログラムに基づいて表示部２４の表示内容や、冷蔵ファン５１、冷凍ファン５４の回転
速度や圧縮機５７の運転周波数を制御して冷蔵庫１０の動作全般を制御する。
【００３３】
　具体的には、冷蔵室１７及び野菜室１９の冷蔵空間を冷却する場合、制御部７０は、冷



(6) JP 6717622 B2 2020.7.1

10

20

30

40

50

凍サイクルに設けられた切替弁を切り替えて冷蔵冷却器５０に冷媒が流れるようにすると
ともに、冷蔵ファン５１を運転させる冷蔵モードを実行する。これにより、冷蔵冷却器５
０で冷却された空気は、冷蔵室１７及び野菜室１９に送風されこれらの貯蔵室内を冷却す
る。
【００３４】
　一方、製氷室３４、上段冷凍室３５及び下段冷凍室３６の冷凍空間を冷却する場合には
、制御部７０が、冷凍サイクルに設けられた切替弁を切り替えて冷媒が冷凍冷却器５３に
流れるようにするとともに、冷凍ファン５４を運転させる冷凍モードを実行する。これに
より、冷凍冷却器５３で冷却された空気は下段冷凍室３６等の冷凍空間に送風され、冷凍
空間に設けられた各貯蔵室３４，３５，３６が冷却される。
【００３５】
　また、制御部７０は、液面センサ６１の検出結果を冷蔵室扉２３に設けられた表示部２
４に表示するが、扉センサ２３ａ、３０ａ、４０ａ，４１ａ，４２ａが、扉２３，３０，
４０，４１，４２の開扉状態を検出している間、及び開扉状態から閉扉状態になったこと
を検出した時点から所定時間経過するまでの間、液面センサ６１による検出を行わず、表
示部２４に表示する液面センサ６１の検出結果を変更しない。
【００３６】
　詳細には、図５に示すように、まず、制御部７０は、液面センサ６１が設けられた野菜
室扉３０が開扉状態にあるか否か判断し（ステップＳ１）、開扉状態であればこのステッ
プＳ１を繰り返し、閉扉状態である（開扉状態から閉扉状態となった）場合はステップＳ
２に進む。
【００３７】
　ステップＳ２では、液面センサ６１が、飲料収納部３３に飲料容器Ｐが収納されている
か否か検出し、飲料容器Ｐが収納されていない場合はその旨を表示部２４に表示し（ステ
ップＳ３）、飲料容器Ｐが収納されている場合はステップＳ４に進む。
【００３８】
　ステップＳ４では、液面センサ６１が、飲料収納部３３に収納された飲料容器Ｐが金属
製の容器であるか否かについて検出し、金属製の容器であれば金属製の容器が有る旨を表
示部２４に表示し（ステップＳ５）、金属製の容器でなければステップＳ６に進む。
【００３９】
　ステップＳ６では、液面センサ６１が設けられた扉３０が、開扉状態から閉扉状態にな
った時点から所定時間経過しているか否か判断し、所定時間経過していなければステップ
Ｓ１に戻り、所定時間経過していればステップＳ７に進む。
【００４０】
　ステップＳ７では、液面センサ６１が設けられた扉３０以外の扉（冷蔵室扉２３、製氷
室扉４０、上段冷凍室扉４１、下段冷凍室扉４２）が開扉状態にあるか否か判断し、これ
らの扉２３，４０，４１，４２のいずれか１つでも開扉状態であればステップＳ１に戻り
、全ての扉２３，４０，４１，４２が閉扉状態であればステップＳ８に進む。
【００４１】
　ステップＳ８では、液面センサ６１が設けられた扉３０以外の扉２３、４０、４１、４
２が開扉状態から閉扉状態になった時点から所定時間経過しているか否か判断し、所定時
間経過していなければステップＳ１に戻り、所定時間経過していればステップＳ９に進む
。
【００４２】
　ステップＳ９では、液面センサ６１が、飲料収納部３３に飲料容器Ｐに収納された飲料
の液面位置（高さ）を検出し、その検出結果を表示部２４に表示する。この例では、図３
に示すように、飲料容器のイラストとともに飲料容器Ｐ内の液面位置を段階的に表示して
飲料容器Ｐ内の飲料の残量を表示部２４に表示する。
【００４３】
　その後、液面センサ６１が設けられた扉３０が開扉されたか否か判断し（ステップＳ１
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０）、閉扉状態のままであればこのステップＳ１０を繰り返し、扉センサ３０ａが野菜室
扉３０の開扉を検出すればステップＳ１に戻る。
【００４４】
　上記した実施形態によれば、飲料収納部３３に収納された飲料容器Ｐ内の液面や飲料容
器Ｐの有無を液面センサ６１で検出し、その検出結果を表示部２４に表示するため、使用
者が扉３０を開けることなく飲料容器Ｐ内の飲料の残量や飲料容器Ｐの有無を把握するこ
とができ使い勝手を向上することができる。
【００４５】
　本実施形態では、飲料収納部３３が設けられた野菜室１９の扉３０の開扉状態を扉セン
サ３０ａによって検出している間、液面センサ６１によって飲料容器Ｐ内の液面を検出せ
ず、表示部２４に表示する液面センサ６１の検出結果を変更しないため、飲料容器Ｐの飲
料の残量を誤検出しにくくなる。
【００４６】
　しかも、野菜室扉３０が開扉状態から閉扉された直後も閉扉時の振動によって飲料容器
Ｐ内の飲料が大きく揺れるが、本実施形態では、扉センサ３０ａが開扉状態から閉扉状態
になったことを検出してから所定時間経過するまで、液面センサ６１によって飲料容器Ｐ
内の液面を検出せず、表示部２４に表示する液面センサ６１の検出結果を変更しないため
、飲料容器Ｐ内の飲料の残量を誤検出しにくくなる。
【００４７】
　また、飲料収納部３３が設けられた野菜室１９以外の貯蔵室１７，３４，３５，３６の
扉２３，４０，４１，４２の開閉によっても冷蔵庫本体１１が振動して飲料容器Ｐ内の飲
料が大きく揺れるが、本実施形態では、扉センサ２３ａ，４０ａ，４１ａ，４２ａが開扉
状態を検出している間、液面センサ６１によって飲料容器Ｐ内の液面を検出せず、表示部
２４に表示する液面センサ６１の検出結果を変更しないため、飲料容器Ｐ内の飲料の残量
を誤検出しにくくなる。
【００４８】
（第２実施形態）
　次に、第２実施形態について、上記した第１実施形態と異なる部分を中心に説明する。
【００４９】
　本実施形態では、液面センサ６１によって検出される飲料容器Ｐ内の飲料の液面位置が
所定時間Δｔ内に所定以上変動すると、つまり、所定時間Δｔ内に検出された飲料容器Ｐ
内の飲料の液面の最大高さＨ１と最小高さＨ２との差ΔＨ（ΔＨ＝Ｈ１－Ｈ２）が所定値
以上であると、制御部７０は、表示部２４に表示する液面センサ６１の検出結果を変更し
ない。加えて、制御部７０は、表示部２４への表示やスピーカー２９からの音声出力によ
って冷蔵庫１０が揺れていることを使用者に報知したり、あるいは各貯蔵室の扉２３、３
０、４０、４１、４２の開扉を規制する扉ロック機構を作動させ開扉を禁止してもよい。
【００５０】
　また、扉センサ２３ａ，３０ａ、４０ａ，４１ａ，４２ａが、冷蔵庫１０に設けられた
全ての扉２３，３０，４０，４１，４２の閉扉状態を検出している間に、液面センサ６１
によって検出される飲料容器Ｐ内の飲料の液面位置が所定時間Δｔ内に所定以上変動する
と、制御部７０は、表示部２４への表示やスピーカー２９からの音声出力によって地震が
発生していることを使用者に報知してもよい。
【００５１】
　このような実施形態では、振動センサを設けることなく、飲料容器Ｐの残量を検出する
液面センサ６１によって冷蔵庫１０の揺れを検出することができ、冷蔵庫１０が揺れて危
険であることを使用者に報知したり、不用意に扉が開扉するのを防ぐことができる。
【００５２】
（他の実施形態）
　上記した実施形態では、野菜室１９に収容された収納容器１８の前部に飲料収納部３３
を区画し、野菜室扉３０の内側面に液面センサ６１を設ける場合について説明したが、例
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えば、図６に示すように、冷蔵室扉２３の内側に設けられた収納ポケット２８を飲料収納
部とし、収納ポケット２８に収納された飲料容器と前後方向に対向するように冷蔵室扉２
３の内側面に液面センサ６０を設けてもよい。
【００５３】
　上記した実施形態において、液面センサ６１によって検出された飲料収納部３３に収納
された飲料容器Ｐ内の飲料の残量は、表示部２４に常時表示させてもよいが、例えば、通
常時は飲料容器Ｐ内の飲料の残量を表示部２４に表示せず、使用者が操作部２０等から所
定操作を行った場合や、冷蔵室扉２３等に設けた近接センサによって使用者が冷蔵庫１０
に接近したことを検出した場合に表示させてもよい。これにより、必要時に表示部２４を
動作させることができ電力消費量を抑えることができる。
【００５４】
　上記した実施形態において、制御部７０は、液面センサ６１によって検出された飲料容
器Ｐ内の残量が予め定めた閾値以下であると、表示部２４への表示やスピーカー２９から
の音声出力によって飲料容器Ｐ内の飲料の残量が少ないことを使用者に報知してもよい。
その場合に、使用者が操作部２０等からの操作によって上記閾値を使用者が設定変更でき
るように構成してもよい。これにより、冷蔵庫内の飲料が無くなる前に飲料の補充が必要
であることを使用者に知らせることができ、使い勝手を向上することができる。
【００５５】
　上記した実施形態では、液面センサ６１によって検出された飲料収納部３３に収納され
た飲料容器Ｐ内の飲料の残量を冷蔵室扉２３に設けた表示部２４に表示する場合について
説明したが、例えば、制御部７０を携帯通信端末などの外部表示端末と無線通信により接
続し、例えば、無線通信によって制御部７０と通信可能に接続された携帯通信端末などの
外部表示端末に飲料容器Ｐ内の飲料の残量を表示してもよい。これにより外出先などでも
飲料の残量を確認することができる。
【００５６】
　以上、本発明の実施形態を説明したが、これらの実施形態は例として提示したものであ
り、発明の範囲を限定することを意図していない。これらの実施形態は、その他の様々な
形態で実施されることが可能であり、発明の趣旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、置き
換え、変更を行うことができる。これらの実施形態やその変形は、発明の範囲や要旨に含
まれると同様に、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれるものであ
る。
【符号の説明】
【００５７】
１０…冷蔵庫、１１…冷蔵庫本体、１７…冷蔵室、１９…野菜室、２０…操作部、２３…
冷蔵室扉、２３ａ…扉センサ、２４…表示部、２８…収納ポケット、２９…スピーカー、
３０…野菜室扉、３０ａ…扉センサ、３１…下段容、３１ａ…前方壁、３１ｂ…横仕切、
３１ｃ…凸部、３２…上段容器、３３…飲料収納部、３３ａ…底面、３４…製氷室、３５
…上段冷凍室、３６…下段冷凍室、４０…製氷室扉、４１…上段冷凍室扉、４２…下段冷
凍室扉、６１…液面センサ、６２…センサ基板
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